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船舶事故調査報告書 

 

                            令和元年１１月６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突（灯浮標） 

発生日時 平成３０年７月１４日 １６時１７分ごろ 

発生場所 愛知県名古屋港第４区（名古屋港北航路第３号灯浮標） 

名港中央大橋橋梁灯（Ｃ３灯）から真方位２００°１.２海里

（Ｍ）付近 

（概位 北緯３５°０２.１′ 東経１３６°５１.２′） 

事故の概要 引船第十七宏
こう

龍
りゅう

丸は、起重機船第１３宏龍をえい
．．

航して北北東進

中、第１３宏龍が灯浮標に衝突した。 

第１３宏龍は、起重機クレーンジブ先端部の構造用鋼材に曲損を生

じ、また、灯浮標は、マーキング装置の破損等を生じた。 

事故調査の経過 平成３０年７月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 引船 第十七宏龍丸、１９.８５トン 

   ２５０－８７９５愛知、株式会社橋本潜水興業 

   １１.９３ｍ（Lr）×４.１８ｍ×１.７７ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７５９.００kＷ、昭和５７年３月 

Ｂ 起重機船 第１３宏龍、２８６トン 

   なし、株式会社橋本潜水興業 

   ２７.００ｍ×１５.００ｍ×２.００ｍ、鋼 

   機関なし、不詳 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６９歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成７年１１月２９日 

    免許証交付日 平成２７年１１月２４日 

（令和２年１１月２８日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 起重機クレーンジブ先端部の構造用鋼材に曲損 

灯浮標 マーキング装置及び太陽電池パネル鳥よけに破損、防護枠及

び昇降梯子
は し ご

に曲損、やぐら柱に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風速 約３～４m/s、視界 良好 
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海象：波高 約０.３～０.５ｍ、潮汐 上げ潮の中央期（１９時３０

分ごろ満潮）、潮高 約１３６cm（名古屋）、潮流 北東流約

０.３ノット（kn） 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長が１人で乗り組み、Ａ船の後部えい
．．

航フックにつない

だ長さ約８ｍのえい
．．

航索を作業員３人が乗ったＢ船のセンタービット

に接続して全長約４７ｍの引船列（以下「Ａ船引船列」という。）を

構成し、平成３０年７月１４日１５時４７分ごろ名古屋港第４区金城

ふ頭に向け、同港第３区の作業場所を出航した。 

Ａ船引船列は、船長が操舵スタンド前にある椅子に腰を掛けて操船

に当たり、約４.５kn の速力（対地速力、以下同じ。）で名古屋港東航

路東方沖を同航路に沿って航行したのち、名古屋港北航路東方沖を北

北東進した。 

船長は、名古屋港北航路西側に所在する金城ふ頭方向に針路を変え

て同航路を横切ることにして左転し、ふだんと同じように同航路の西

端に設置されている名古屋港北航路第３号灯浮標（以下「本件灯浮

標」という。）の南方沖に船首を向けて北西進した。 

船長は、本件灯浮標を右舷正横に見て通過した頃、名港中央大橋の

西塔の南方沖に南航船１隻を認め、同塔に向けて北北東進して南航船

と行き会うこととし、右舵を取り、右転を始めた。 

船長は、Ａ船の船首が北北東に向いたとき、右転を止め、北東の潮

流がふだんよりも速いと感じたので、本件灯浮標とＢ船が近くなるか

確認する目的で後方を振り返ったところ、Ｂ船の船尾部が本件灯浮標

に著しく接近していることに気付いた。 

Ａ船引船列は、船長が、左舵を取るとＢ船が更に本件灯浮標に接近

する状況となるので、右舵を一杯に取ったが、１６時１７分ごろ、Ｂ

船のクレーンジブ先端部が本件灯浮標に衝突した。 

 Ａ船引船列は、船長が名古屋港海上交通センターに通報した後、金

城ふ頭に着桟した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ｂ船、写真２ Ａ船、写真

３ Ｂ船のジブ先端部の損傷状況、写真４ 本件灯浮標の損傷状況

（マーキング装置及び太陽電池パネル鳥よけの破損）、写真５ 本

件灯浮標の損傷状況（昇降梯子の曲損） 参照） 

 その他の事項 Ｂ船は、起重機クレーンのジブ先端部が、船尾部後端から約２.７

ｍ後方であり、海面からの高さが約４.４ｍであった。 

本件灯浮標は、防護枠の高さが海面から約４.４ｍであった。 

船長は、本事故当時、視界が良好であったので、レーダーを使用せ

ず、ＧＰＳプロッターを見ながら航行していた。 

船長は、約２０年間、引船で起重機船をえい
．．

航し、本事故発生場所

付近の海域を多数回航行する経験を有していた。 

船長は、ふだん、本件灯浮標の南方で右転する際、目視で後方を見
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ながらＢ船の中央部が本件灯浮標の正横を通過したことを確認した

後、右転を始め、無難に本件灯浮標を通過できていた。 

船長は、本事故当時、Ａ船が本件灯浮標の正横を通過してＢ船の前

端が通過する頃、早く南航船と行き会い関係に持って行きたいと思

い、ふだんの変針点よりも早く右転を開始した。 

本件灯浮標は、本体上部の外周の直径が２.６ｍで、長さ２５ｍの

錨鎖で沈
ちん

錘
すい

に、三ツ目環を介して鎖でつなげられていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

あり 

なし 

なし 

Ａ船引船列は、名古屋港第４区において、本件灯浮標南方沖を北西

進中、船長が、北北東に針路を転じる際、早く南航船と行き会い関係

に持って行きたいと思い、ふだんの変針点より早く右に転針したこと

から、Ｂ船が本件灯浮標と接近する状況となり、本件灯浮標に衝突し

たものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船引船列が、名古屋港第４区において、本件灯浮標南

方沖を北西進中、船長が、北北東に針路を転じる際、早く南航船と行

き会い関係に持って行きたいと思い、ふだんの変針点より早く右に転

針したため、Ｂ船が本件灯浮標と接近する状況となり、本件灯浮標に

衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、台船等をえい
．．

航中、灯浮標などの障害物の付近で転針す

る場合、引船列全体の長さ等を考慮すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ Ｂ船 

 
 

写真２ Ａ船        写真３ Ｂ船のジブ先端部の損傷状況 

  

 

写真４ 本件灯浮標の損傷状況      写真５ 本件灯浮標の損傷状況 

（マーキング装置及び太陽電池パネル   （昇降梯子の曲損） 

鳥よけの破損） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                （写真４、写真５ 第四管区海上保安本部提供） 
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